
群
馬
県
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
誹
謗
中
傷
等
の
被
害
者
支
援
等
に
関
す
る
条
例

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
は
、
私
た
ち
の
社
会
に
大
き
な
恩
恵
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
人
類
史
上
、

最
大
の
発
明
の
一
つ
と
も
言
わ
れ
る
こ
の
ツ
ー
ル
を
通
じ
て
、
人
々
は
世
界
の
ど
こ
に
い
て
も
、
容

易
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
加
え
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

は
、
誰
も
が
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
世
界
と
つ
な
が
り
、
様
々
な
情
報
を
瞬
時
に
入
手
す
る
こ
と
も
可

能
に
し
た
。
そ
の
こ
と
で
、
一
人
一
人
が
発
信
者
に
な
れ
る
時
代
を
到
来
さ
せ
た
。
今
や
、
世
界
中

の
あ
ら
ゆ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
存
在
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
社
会
全
体
の
ゲ
ー
ム
チ
ェ
ン
ジ
ャ
ー
と
な
っ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
も
光
と
闇

が
あ
る
。
例
え
ば
、
匿
名
性
や
不
特
定
多
数
性
等
、
そ
の
特
性
に
由
来
す
る
誤
っ
た
情
報
や
嫌
が
ら

せ
に
よ
る
風
評
被
害
、
悪
口
等
を
言
い
ふ
ら
し
他
人
の
名
誉
や
感
情
を
傷
つ
け
る
誹
謗
中
傷
、
プ
ラ

ひ

ぼ
う

イ
バ
シ
ー
侵
害
等
が
安
易
に
行
わ
れ
、
い
じ
め
の
温
床
と
な
る
等
の
問
題
が
世
界
各
地
で
深
刻
化
し

て
い
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
い
っ
た
ん
世
界
中
に
発
信
さ
れ
た
情
報
を
消
去
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
無
か
っ
た
時
代
に
は
想
像
も
つ
か
な
か
っ
た
被
害
が
続
発
し
て
い

る
。
被
害
者
は
、
特
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
誹
謗
中
傷
又
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
に
よ
り
心
理
的
、

身
体
的
に
大
き
な
負
担
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
発
信
者
自
身
が
、
意
図
せ
ず
加
害
者
と

な
る
よ
う
な
事
態
も
頻
発
し
て
い
る
。

県
民
の
誰
も
が
被
害
者
に
も
加
害
者
に
も
な
り
得
る
と
い
う
認
識
の
も
と
、
私
た
ち
は
、
被
害
者

に
寄
り
添
い
、
被
害
者
の
視
点
に
立
っ
た
支
援
を
行
う
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
考
え
て
い
る
。
同
時
に
、

県
民
が
被
害
者
に
も
加
害
者
に
も
な
ら
な
い
た
め
に
、
正
し
く
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
す
る
知
識

と
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
今
こ
そ
、
表
現
の
自
由
に
配
慮
し
つ
つ
、
県

民
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
負
の
側
面
か
ら
守
る
た
め
の
必
要
な
施
策
を
講
じ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
発
信
さ
れ
た
情
報
に
よ
り
傷
つ
け
ら
れ
た
被
害
者
へ
の
支
援
に

関
す
る
基
本
的
施
策
を
明
ら
か
に
し
、
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
県
民
が
被
害
者
に
も
加
害
者
に
も

な
る
こ
と
な
く
、
自
由
か
つ
活
発
に
情
報
を
収
集
し
、
発
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
、
す
な
わ
ち
、

誰
も
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
恩
恵
を
享
受
で
き
る
、
安
全
で
安
心
な
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指



し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
誹
謗
中
傷
等
の
被
害
者
の
支
援
等
に
関
し
て
、
県

の
責
務
及
び
県
民
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ

と
に
よ
り
、
こ
れ
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
誹
謗
中
傷
等
」
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お
い
て
、
誹
謗
中

傷
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
等
当
該
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
情
報
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
侵

害
情
報
」
と
い
う
。
）
、
侵
害
情
報
に
該
当
す
る
可
能
性
の
あ
る
情
報
又
は
侵
害
情
報
に
は
該
当

し
な
い
が
当
該
者
に
著
し
い
心
理
的
、
身
体
的
若
し
く
は
経
済
的
な
負
担
を
強
い
る
情
報
を
発
信

す
る
こ
と
を
い
う
。

２

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
被
害
者
」
と
は
、
誹
謗
中
傷
等
に
よ
り
平
穏
な
日
常
生
活
又
は
経
済
活

動
等
を
害
さ
れ
た
者
を
い
う
。

３

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
行
為
者
」
と
は
、
被
害
者
を
発
生
さ
せ
た
者
を
い
う
。

４

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
リ
テ
ラ
シ
ー
」
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
便
性
、

危
険
性
及
び
基
本
的
な
マ
ナ
ー
を
理
解
し
て
、
正
し
く
情
報
を
取
捨
選
択
し
、
適
正
な
情
報
を
発

信
し
、
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ト
ラ
ブ
ル
を
回
避
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
正
し
く
活
用
す

る
能
力
を
い
う
。

（
県
の
責
務
）

第
三
条

県
は
、
被
害
者
を
支
援
す
る
た
め
の
施
策
及
び
行
為
者
を
発
生
さ
せ
な
い
た
め
の
施
策
を

策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
県
民
の
役
割
）

第
四
条

県
民
は
、
被
害
者
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
及
び
被
害
者
の
支
援
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
理

解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
自
ら
が
行
為
者
と
な
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
リ
テ
ラ

シ
ー
の
向
上
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
連
携
協
力
）

第
五
条

県
は
、
第
三
条
の
施
策
を
円
滑
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
た
め
、
国
、
市
町
村
、
日
本

司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
三
条
に
規
定

す
る
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
）
、
被
害
者
の
援
助
を
行
う
民
間
団
体
そ
の
他
の
関
係



機
関
と
連
携
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
本
的
施
策
）

第
六
条

県
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
情
報
を
発
信
す
る
者
の
表
現
の
自
由
に
配
慮
し
つ
つ
、
次

に
掲
げ
る
施
策
に
取
り
組
む
も
の
と
す
る
。

一

被
害
者
の
心
理
的
負
担
の
軽
減
を
含
め
た
相
談
体
制
の
整
備

二

県
民
の
年
齢
、
立
場
等
に
応
じ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上
に
資
す
る
施
策

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
被
害
者
を
支
援
す
る
た
め
の
施
策
及
び
行
為
者
を
発
生
さ

せ
な
い
た
め
の
施
策

（
相
談
体
制
）

第
七
条

県
は
、
被
害
者
の
不
安
、
被
害
者
に
生
じ
た
不
利
益
等
を
解
消
し
、
及
び
被
害
者
が
抱
え

る
心
理
的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
相
談
体
制
を
整
備
す
る
も
の
と
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行

う
も
の
と
す
る
。

一

相
談
内
容
に
応
じ
た
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言

二

専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
紹
介

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
被
害
者
の
相
談
対
応
と
し
て
必
要
な
事
項

２

県
は
、
前
項
の
相
談
体
制
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
相
談
を
す
る
者
が
安
心
し
て
話
し
や
す
く
、

相
談
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

県
は
、
第
一
項
の
相
談
の
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
発
信
し
た
情
報
に
関
し
て
不
安
を
抱

え
る
者
の
相
談
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上
）

第
八
条

県
は
、
県
民
の
年
齢
、
立
場
等
に
応
じ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
リ
テ
ラ
シ
ー
を
学
ぶ
機
会
を

提
供
す
る
た
め
、
研
修
会
、
講
演
会
等
の
開
催
の
ほ
か
、
教
材
等
の
制
作
、
情
報
提
供
等
必
要
な

施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
青
少
年
に
対
す
る
前
項
の
施
策
を
講
じ
る
に
当
た
っ
て
は
、
学
校
教
育
と
連
携
し
て
取

り
組
む
と
と
も
に
、
就
学
前
か
ら
の
学
び
に
つ
い
て
保
護
者
の
理
解
を
得
な
が
ら
取
り
組
む
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
の
理
解
の
増
進
）

第
九
条

県
は
、
誹
謗
中
傷
等
の
問
題
に
関
す
る
県
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、
広
報
そ
の
他
の
啓

発
活
動
を
行
う
も
の
と
す
る
。



（
財
政
上
の
措
置
）

第
十
条

県
は
、
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


